
○
法
務
省
令
第

号

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第

六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月

日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の

の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て

移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る

。



改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

３

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五
十
五

［
略
］

一
～
五
十
五

［
同
上
］

五
十
六

使
用
権
資
産

リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
を

五
十
六

リ
ー
ス
物
件

リ
ー
ス
契
約
に
よ
り
使
用
す
る

使
用
す
る
権
利
を
い
う
。

物
件
を
い
う
。

五
十
七

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

契
約
期
間
の
中
途

五
十
七

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引

リ
ー
ス
契
約

に
お
い
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
リ
ー
ス
又
は
こ

に
基
づ
く
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
リ
ー
ス
契
約
を

れ
に
準
ず
る
リ
ー
ス
で
、
借
手
（
リ
ー
ス
の
当
事
者
の

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
リ
ー
ス
取
引
又
は
こ
れ
に



う
ち
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
を
使
用
す
る
権
利
を
取

準
ず
る
リ
ー
ス
取
引
で
、
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
が
、
当

得
す
る
会
社
を
い
う
。
次
号
及
び
第
百
八
条
に
お
い
て

該
リ
ー
ス
物
件
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的
利
益
を
実

同
じ
。
）
が
、
当
該
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
か
ら

質
的
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
リ
ー
ス

も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的
利
益
を
実
質
的
に
享
受
す
る
こ

物
件
の
使
用
に
伴
っ
て
生
じ
る
費
用
等
を
実
質
的
に
負

と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
資
産
の
使
用
に
伴
っ
て
生
じ

担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。

る
費
用
等
を
実
質
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を

い
う
。

五
十
八

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

フ
ァ

五
十
八

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引

イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
う
ち
、
契
約
上
の
諸
条
件
に
照

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
、
リ
ー
ス
契
約

ら
し
て
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
の
所
有
権
が
借
手

上
の
諸
条
件
に
照
ら
し
て
リ
ー
ス
物
件
の
所
有
権
が
借

に
移
転
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

主
に
移
転
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

五
十
九

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

フ

五
十
九

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引

ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
う
ち
、
所
有
権
移
転
フ
ァ
イ

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
、
所
有
権
移



ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
以
外
の
も
の
を
い
う
。

転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
以
外
の
も
の
を
い
う

。

六
十
～
六
十
九

［
略
］

六
十
～
六
十
九

［
同
上
］

七
十

賃
貸
等
不
動
産

た
な
卸
資
産
に
分
類
さ
れ
る
不

七
十

賃
貸
等
不
動
産

た
な
卸
資
産
に
分
類
さ
れ
る
不

動
産
以
外
の
不
動
産
で
あ
っ
て
、
賃
貸
又
は
譲
渡
に
よ

動
産
以
外
の
不
動
産
で
あ
っ
て
、
賃
貸
又
は
譲
渡
に
よ

る
収
益
又
は
利
益
を
目
的
と
し
て
所
有
し
、
又
は
リ
ー

る
収
益
又
は
利
益
を
目
的
と
し
て
所
有
す
る
不
動
産
を

ス
に
よ
り
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
不
動
産
を
い
う
。

い
う
。

（
資
産
の
部
の
区
分
）

（
資
産
の
部
の
区
分
）

第
七
十
四
条

［
略
］

第
七
十
四
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
資
産

流
動
資
産

一

次
に
掲
げ
る
資
産

流
動
資
産



イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
同
上
］

ニ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け
る

ニ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お

リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に
基
づ
い
て
発

け
る
リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に
基
づ
い

生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一
年
内
に
回
収

て
発
生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一
年
内
に

さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
及
び

回
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）

通
常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
も

及
び
通
常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し

の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

た
も
の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

ホ

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け

ホ

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に

る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に
基
づ

お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
、
通
常
の
取
引
に

い
て
発
生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一
年
内

基
づ
い
て
発
生
し
た
も
の
（
破
産
更
生
債
権
等
で
一

に
回
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。

年
内
に
回
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除

）
及
び
通
常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生

く
。
）
及
び
通
常
の
取
引
以
外
の
取
引
に
基
づ
い
て

し
た
も
の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

発
生
し
た
も
の
で
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の



ヘ
～
タ

［
略
］

ヘ
～
タ

［
同
上
］

二

次
に
掲
げ
る
資
産
（
た
だ
し
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲

二

次
に
掲
げ
る
資
産
（
た
だ
し
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲

げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に

げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に

限
る
。
）

有
形
固
定
資
産

限
る
。
）

有
形
固
定
資
産

イ
～
ト

［
略
］

イ
～
ト

［
同
上
］

チ

使
用
権
資
産
（
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
が
イ

チ

リ
ー
ス
資
産
（
当
該
会
社
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
資

限
る
。
）

産
で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
ト
ま
で

及
び
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

リ
・
ヌ

［
略
］

リ
・
ヌ

［
同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
資
産

無
形
固
定
資
産

三

次
に
掲
げ
る
資
産

無
形
固
定
資
産

イ
～
リ

［
略
］

イ
～
リ

［
同
上
］

ヌ

使
用
権
資
産
（
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
が
イ

ヌ

リ
ー
ス
資
産
（
当
該
会
社
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ



か
ら
ホ
ま
で
、
ト
、
チ
及
び
ル
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
資

る
場
合
に
限
る
。
）

産
で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
チ
ま
で

及
び
ル
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ル

［
略
］

ル

［
同
上
］

四

次
に
掲
げ
る
資
産

投
資
そ
の
他
の
資
産

四

次
に
掲
げ
る
資
産

投
資
そ
の
他
の
資
産

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

ヘ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け
る

ヘ

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お

リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

け
る
リ
ー
ス
債
権
の
う
ち
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の

の
も
の

以
外
の
も
の

ト

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
お
け

ト

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に

る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
も

お
け
る
リ
ー
ス
投
資
資
産
の
う
ち
第
一
号
ホ
に
掲
げ

の
以
外
の
も
の

る
も
の
以
外
の
も
の

チ

使
用
権
資
産
（
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
が
リ

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］



及
び
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

リ
・
ヌ

［
略
］

チ
・
リ

［
同
上
］

五

［
略
］

五

［
同
上
］

（
負
債
の
部
の
区
分
）

（
負
債
の
部
の
区
分
）

第
七
十
五
条

［
略
］

第
七
十
五
条

［
同
上
］

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
負
債
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
負
債
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

の
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
負
債

流
動
負
債

一

次
に
掲
げ
る
負
債

流
動
負
債

イ
～
ト

［
略
］

イ
～
ト

［
同
上
］

チ

リ
ー
ス
負
債
の
う
ち
、
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す

チ

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス

る
も
の

債
務
の
う
ち
、
一
年
内
に
期
限
が
到
来
す
る
も
の

リ
・
ヌ

［
略
］

リ
・
ヌ

［
同
上
］

二

次
に
掲
げ
る
負
債

固
定
負
債

二

次
に
掲
げ
る
負
債

固
定
負
債



イ
～
ヘ

［
略
］

イ
～
ヘ

［
同
上
］

ト

リ
ー
ス
負
債
の
う
ち
、
前
号
チ
に
掲
げ
る
も
の
以

ト

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス

外
の
も
の

債
務
の
う
ち
、
前
号
チ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

チ
・
リ

［
略
］

チ
・
リ

［
同
上
］

（
注
記
表
の
区
分
）

（
注
記
表
の
区
分
）

第
九
十
八
条

注
記
表
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
区
分
し
て

第
九
十
八
条

注
記
表
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
区
分
し
て

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十

［
略
］

一
～
十

［
同
上
］

十
一

リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記

十
一

リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定
資
産
に
関
す
る
注

記

十
二
～
十
九

［
略
］

十
二
～
十
九

［
同
上
］

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
注
記
表
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
注
記
表
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
項
目
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

る
項
目
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。



一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
同
上
］

四

連
結
注
記
表

前
項
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
四
号

四

連
結
注
記
表

前
項
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号

、
第
十
五
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
項
目

、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
項

目

五

［
略
］

五

［
同
上
］

（
リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記
）

（
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定
資
産
に
関
す
る
注
記
）

第
百
八
条

リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記
は
、
次
の
各
号
に
定
め

第
百
八
条

リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定
資
産
に
関
す
る

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
（
重

注
記
は
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
の
借
主
で
あ
る

要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

株
式
会
社
が
当
該
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い

一

借
手
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

て
通
常
の
売
買
取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
て
会
計
処
理
を

イ

会
計
方
針
に
関
す
る
情
報

行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
（
固
定
資
産

ロ

リ
ー
ス
特
有
の
取
引
に
関
す
る
情
報

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事

ハ

当
該
事
業
年
度
（
連
結
計
算
書
類
に
あ
っ
て
は
、

項
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
の



当
該
連
結
会
計
年
度
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

全
部
又
は
一
部
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
各
リ
ー
ス
物

及
び
翌
事
業
年
度
（
連
結
計
算
書
類
に
あ
っ
て
は
、

件
に
つ
い
て
一
括
し
て
注
記
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

翌
連
結
会
計
年
度
。
同
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以

括
し
て
注
記
す
べ
き
リ
ー
ス
物
件
に
関
す
る
事
項
）
を
含

降
の
リ
ー
ス
の
金
額
を
理
解
す
る
た
め
の
情
報

め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

二

貸
手
（
リ
ー
ス
の
当
事
者
の
う
ち
、
そ
の
対
象
と
な

一

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
取
得
原
価
相
当
額

る
資
産
を
使
用
す
る
権
利
を
設
定
す
る
会
社
を
い
う
。

二

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
減
価
償
却
累
計
額

）
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

相
当
額

イ

リ
ー
ス
特
有
の
取
引
に
関
す
る
情
報

三

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
未
経
過
リ
ー
ス
料

ロ

当
該
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
以
降
の
リ
ー
ス

相
当
額

の
金
額
を
理
解
す
る
た
め
の
情
報

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
リ
ー
ス
物
件

２

連
結
計
算
書
類
を
作
成
す
る
株
式
会
社
は
、
個
別
注
記

に
係
る
重
要
な
事
項

表
に
お
け
る
前
項
（
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
の
注
記
を
要

し
な
い
。



３

個
別
注
記
表
に
注
記
す
べ
き
事
項
（
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
が
連
結
注
記
表
に
注
記
す
べ

き
事
項
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
個
別
注
記
表
に

そ
の
旨
を
注
記
す
る
と
き
は
、
個
別
注
記
表
に
お
け
る
当

該
事
項
の
注
記
を
要
し
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ー
ス
の
借
手
で
あ
る
株
式
会
社
が
当
該
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

リ
ー
ス
に
つ
い
て
資
産
及
び
負
債
を
計
上
す
る
会
計
処
理

を
行
っ
て
い
な
い
場
合
の
個
別
注
記
表
に
お
け
る
リ
ー
ス

に
関
す
る
注
記
は
、
リ
ー
ス
の
対
象
と
な
る
資
産
（
固
定

資
産
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す

る
事
項
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産
の
全

部
又
は
一
部
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
各
資
産
に
つ
い



て
一
括
し
て
注
記
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
括
し
て
注

記
す
べ
き
資
産
に
関
す
る
事
項
）
を
含
め
る
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

一

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
取
得
原
価
相
当
額

二

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
減
価
償
却
累
計
額

相
当
額

三

当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
未
経
過
リ
ー
ス
料

相
当
額

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
資
産
に
係
る

重
要
な
事
項

（
金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
）

（
金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
）

第
百
九
条

金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
百
九
条

金
融
商
品
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ

の
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ



し
、
法
第
四
百
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

し
、
法
第
四
百
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

以
外
の
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

以
外
の
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

金
融
商
品
（
リ
ー
ス
負
債
を
除
く
。
）
の
時
価
等
に

二

金
融
商
品
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

三

金
融
商
品
（
リ
ー
ス
負
債
、
リ
ー
ス
債
権
及
び
リ
ー

三

金
融
商
品
の
時
価
の
適
切
な
区
分
ご
と
の
内
訳
等
に

ス
投
資
資
産
を
除
く
。
）
の
時
価
の
適
切
な
区
分
ご
と

関
す
る
事
項

の
内
訳
等
に
関
す
る
事
項

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
）

（
賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
）

第
百
十
条

賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ

第
百
十
条

賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

る
も
の
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。



に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
賃
貸
等
不
動
産

が
、
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
不
動
産
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ

る
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
会
社
計
算
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
会
社
計
算
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定



は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
連
結
計
算
書
類
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た

だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
会
社
計
算
規

則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
類
又
は
連
結
計
算
書
類
に
初
め
て
新
会
社
計
算
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
リ

ー
ス
に
係
る
会
計
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
新
会
社
計
算
規
則
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え

て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

新
会
社
計
算
規
則
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
書
類
又
は
連
結
計
算
書
類
を
作
成
す
る
最
初
の
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計

年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
適
用
初
年
度
」
と
い
う
。
）
の
期
首
の
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い

る
リ
ー
ス
負
債
に
適
用
し
て
い
る
借
手
の
追
加
借
入
利
子
率
の
加
重
平
均

二

前
号
の
加
重
平
均
後
の
追
加
借
入
利
子
率
で
割
り
引
い
た
適
用
初
年
度
の
前
事
業
年
度
又
は
前
連
結
会
計
年
度
の
末
日

に
お
い
て
開
示
し
た
リ
ー
ス
（
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
を
除
く
。
）
の
未
経
過
リ
ー
ス
料
と
適
用
初
年
度
の
期
首
の
貸

借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ス
負
債
と
の
差
額
の
説
明


